
当店のごはんは、

静岡県産の米を

使用しています。
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店内に掲示

精米、もち・団子、米飯類な
どに使われたお米の産地が 
表示されています。

外食店でも、
カレーライス・寿司などの米飯
類に使われたお米の産地が伝達
されています。

            上記はあくまで一例です。また、対象外となる品目もあります。
農林水産省ＨＰに詳細な情報があります。「米トレーサビリティ法」で検索ができます。

産地情報について
は、店員におたず
ねください。

例

静岡県からのお知らせ

例 メニューに記載



　静岡県産

当店のお米は

　です

どうして産地がわかるの？？

米や米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業
を行う全ての方は、米の産地情報を伝えなければなりま
せん。（米トレーサビリティ制度）

静岡県でも産地情報がきちんと伝達され

ているかを調査・確認しています。

・生産者からお米が食卓に届くまで、産地などの正しい情報を確実に
リレーする仕組みです。

・問題が発生した場合には、流通ルートをたどり、回収することがで
きます。

米トレーサビリティ制度って？

生産者 流通業者

製造業者、外食店、小売店

静岡県で
作られたお米

消費者

産地情報伝達

産地情報伝達

産地情報伝達


